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業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役

および国外居住者を除く。以下同じ。）に対する株式報酬制度（以下「本制度」という。）を継続

することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 

また、本制度は当社子会社２社（株式会社マネーパートナーズ、株式会社マネーパートナー

ズソリューションズ。以下「対象子会社」という。）の取締役（社外取締役および国外居住者を

除く。また、当社の取締役と対象子会社の取締役を併せて「対象取締役」という。）に対しても

導入しており、本日開催の各対象子会社の取締役会においても、本制度を継続することを決定

しました。 

なお、本制度の詳細につきましては、2016 年５月 16 日の適時開示「業績連動型株式報酬制

度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

 

１．本制度の継続 

当社および対象子会社は、対象取締役を対象に、対象取締役の報酬と、当社グループの業績

および株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献

意欲を高めることを目的として、2016年度より導入しております役員報酬ＢＩＰ信託（以下「

ＢＩＰ信託」という。）を継続することを決定しました。 

 

２．本制度継続の概要 

 本制度の継続にあたり、以下の内容を除いて、2016年度に設定した内容を維持します。 

 

（１）信託期間の延長および残存株式および金銭の承継 

ＢＩＰ信託期間を2026年８月31日まで延長（以下「本延長」という）し、信託内に残存

する当社株式および金銭を承継するものとし、本延長に際し追加拠出は行いません。 

 

（２）対象期間 

本制度の対象期間は、2022年３月31日で終了する事業年度から2026年３月31日で終了

する事業年度までの５事業年度とします。 

 

 

以 上 


